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令和２年度伊丹市一般会計予算の事故繰越し使用することの報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第３項ただし書の規定により，令和２年度伊丹市一般会計予算に計

上の費目の一部は，年度内に支出が終わらなかったので，その額を別記令和２年度伊丹市一般会計予算事故繰越し繰越計

算書のとおり，令和３年度へ繰り越して使用することとした。 

よって，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項により準用する同施行令第１４６条第２項の

規定により，議会に報告する。 

 

 

   令和３年６月７日提出 

 

 伊丹市長  藤 原  保 幸    
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(単位：円)

事      業      名 翌年度繰越額 既 収 入 説　明
特定財源 国県支出金 地 方 債 その他

10 教 育 費 2 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 536,300,050 172,260,000 364,040,050 ー 364,040,050 ー 66,531,000 273,800,000 ー 23,709,050

10 教 育 費 3 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 428,736,000 171,400,000 257,336,000 ー 257,336,000 ー 47,676,000 187,700,000 ー 21,960,000

支出負担
行為予定額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
款 項

支出済額 支出未済額
未　収　入　特　定　財　源

令 和 ２ 年 度 伊 丹 市 一 般 会 計 予 算  事 故 繰 越 し  繰 越 計 算 書

一般財源

新型コロナウイルス感染症対策により

夏季休業期間に工事を

実施できなかったため

新型コロナウイルス感染症対策により

夏季休業期間に工事を

実施できなかったため

支出負担
行為額

左の内訳
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